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海外調査の経験から

対象は大きく２つ
：海外に流出した日本の史料
海外・外国側で作成された日本に
関係する史料



1888年 帝国大学史学科教授リースによる
在外史料研究の提言

1899年 村上直次郎によるヨーロッパ史料収集の
開始

1921年 第2回国際学士院連合総会で、日本代表の
三上参次の提唱により、翌年から日本学士
院による史料収集事業が始まる。
（オランダ商館長日記の写本作成など）

その後、第二次大戦による中断。



1953年 事業再開へ。
1954年 日本学士院より、東京大学矢内原忠雄総長

を通じ、在外日本関係未刊行史料の収集事
業（調査収集・翻訳・研究）を史料編纂所
へ委嘱

現在に至る。



〔戦後の収集事業〕
日本学士院を通じ、国際学士院連合とユネスコの協
力を得て、世界各国に所在する日本関係史料のマイ
クロフィルム収集の受入れ機関となる（戦後の学術
文化復興事業の一環）。

⇒19か国61機関から130万コマを受理

90年代以降の収集分を含め、キリシタン関係、東イ
ンド会社関係、各国の外務省史料・海軍省史料・植
民省史料などを含む。在外日本関係史料の複製コレ
クションとしては日本最大かつ唯一のもの。



〔東アジア所在史料の収集〕
1999年からプロジェクトを設置：①中国・台湾、②韓国、

③ロシア、④東南アジアの国々を対象に、国内外の地域
学研究者や日本史・日本学研究者と共同し、現地の史料
保存機関（文書館＝アーカイヴズ）との協力関係のもと
に推進、現在は中国・ロシアに重点。



『東京大学史料編纂所日本関係海外史料目録』（現在までに目録15巻）
Historical Documents Relating to Japan in Foreign Countries, 1963-88

〔主な史料群〕
１）オランダ 国立中央文書館 Het Algemeen Rijksarchief（ARA）
・植民省文書：オランダ商館文書1611－1860（出島文書・バタヴィア政

庁文書など）、在日オランダ商館文書1800－60
・外務省文書：（外務省旧蔵対日関係文書1847－61・在東京オランダ公

使館旧蔵文書1870－91・横浜領事館旧蔵文書1860－9・長崎領事館旧
蔵文書1739－1822

２）イギリス
・旧インド省文書1611-1815 大英図書館
・東インド貿易文書1615-1672ほか 大英博物館
・外務省史料 イギリス国立文書館（NAUK、もとPRO）
FO46：外務省旧蔵一般対日外交文書1856-1876
FO262：英国公館伝来文書1859-1879



３）アメリカ
・国務省文書 国立文書館（NARA）
RG59：国務省伝来文書1855-1906
RG84：在外公館伝来文書1855-1878 ほか
・海軍省文書
RG45：Records of the Department of Navy艦隊文書 1841-1885
・前ロシア官庁史料
RG261：露米会社記録、探検記録ほか1802-1866
・議会図書館史料
４）フランス
・外務省文書 外務省文書館（AdAE）
CPＪ：Correspondance Politique 政治報告1854-1870
CCC：Correspondance Consulaire et Commerciale 領事通商報告1859-

1877
５）その他の諸国
オーストラリア外務省・総務省史料1904-1940
インド外務省史料1855-1878
インドネシア所在日本関係史料1633-1868
オーストリア外務省史料1868-1872、ほか
デンマーク東インド総督府史料・外務省史料1787-1910



〔追加調査・収集済および収集中の史料〕

イギリス海軍省文書（NAUK）
フランス海軍省文書（AN,SHM）
オイレンブルグ使節関係文書（プロイセン枢密文書館）
ロシア外務省文書（ロシア帝国外交文書館）
ロシア海軍省文書（ロシア国立海軍文書館）
ロシア帝国政府文書（ロシア国立歴史文書館）
清代日本関係档案（中国第一歴史档案館、台湾中央研究院）



―マルチアーカイヴァルアプローチ

イギリス国立文書館（ロンドン郊外）



電子カタログで所蔵する1100万件のファイルを検索

The National Archives ウェブページより転載
http://www.nationalarchives.gov.uk/catalogue/(2010/02/04)

‡



‡

The National Archives ウェブページより転載
http://www.nationalarchives.gov.uk/catalogue/(2010/02/04)



「１８６０－７０、Ｊａｐａｎ」で多くの史料がヒットします。The National Archives ウェブページより転載
http://www.nationalarchives.gov.uk/catalogue/(2010/02/04)

‡



これはラッセル文書、1864年の外務大臣ですThe National Archives ウェブページより転載
http://www.nationalarchives.gov.uk/catalogue/(2010/02/04)

‡



The National Archives ウェブページより転載
http://www.nationalarchives.gov.uk/catalogue/(2010/02/04)

‡



普通はファイル単位ですが、ここではアイテムまで検索できます。
オールコック（公使）の対日交渉に関するパーマストン首相からの書翰が
ひっかかりました。

ここから先は閲覧室へ行って、ファイルを出納してもらわないといけません。

The National Archives ウェブページより転載
http://www.nationalarchives.gov.uk/catalogue/(2010/02/04)

‡



これがひとつのファイルです。

数十の書翰がひと綴りにされ
ています。



パーマストン首相（１７８４－１８６５）

ホイッグ党（のちの自由党）で外相・
首相を歴任。1830年代以降の外交

を主導、弱小国への砲艦外交や国
権主義的政策で知られる。

ジョン・ラッセル（１７９２－１８７８）
ホイッグ党で大臣・首相。

選挙権拡大や自由主義政策を推
進

Wikipediaより転載
左： http://ja.wikipedia.org/wiki/パーマストン子爵ヘンリー・ジョン・テンプル (2010/02/04)
右： http://ja.wikipedia.org/wiki/初代ラッセル伯ジョン・ラッセル （2010/02/04)



（翻刻）I am inclined to think that our Relations with 
Japan are going through the usual and unavoidable 
stages of the Intercourse of strong and Civilized nations 
with weaker and less civilized ones. First agreement for 
Trade, next Breach of Engagement, Injustice and 
outrage, The Redress demanded and refused, Then 
Reparation enforced by Hostility. Then temporary 
acquiescence then renewed endeavours to break 
engagements, Then successful display of superior 
strength and then at last peaceful and settled 
commercial Intercourse advantageous to both parties. 
We have gone through all these stages in China, we 
have only got Halfway with Japan. 



（訳文）日本とわれわれとの関係は、強力な文明国と弱
小でそれほど文明化されていない国と通例の避けられない
段階を経験しようとしていると考えたいと思う。最初に貿
易の合意、次に取り決めの不履行、権利侵害と暴虐行為、
賠償の請求と拒絶、次いで敵対による補償の強要、次いで
一時的な黙従、次いで取り決め破棄の努力の再開、優位な
軍事力の誇示の成功、そして最後に、双方の利益となる平
和的で安定的な通商関係、われわれは中国でこの段階をす
べて経験したが、日本ではまだ道半ばである。

⇒パーマストンの砲艦外交を象徴し、定式化した文言として著
名。実は日本に関するもの。

では、いったいどのような事態を指していたのだろう
か？



駐日特命全権公使
オールコック

英国首脳を悩ます日本情勢とは？

一般的には、開国以後の攘夷運動の高揚、
長州藩の外国船砲撃事件（1863年）により、
列強は下関砲台を破壊（1864年下関戦争）、

前年の薩英戦争（鹿児島戦争）とともに、雄
藩が攘夷の不可をさとり、軍事改革を断行
して倒幕にのりだしていく、維新史のダイナ
ミズムが描かれてきた。

しかし、実際には奉勅攘夷路線にのって、
避戦主義をとりつつ、横浜鎖港を要求する
幕府への対応に列強は苦慮。

オールコックは強硬路線を選択し、日本へ
の先制攻撃を計画。長州藩への報復攻撃
は格好の口実となった。

Wikipediaより転載
http://ja.wikipedia.org/wiki/ラザフォード・オールコック (2010/02/04)



暫時の間でさえ（列強の）威圧的手段が撤去され、われわれが自衛
または報復の手段をもたない、明らかに不利な状態に置かれるなら
ば、彼らはいつでも充分行動を開始するものと思われる。‥‥‥老
中（Gorogio）が米蘭両国代表に、貿易（trade）ではなく和親
（amity）こそが条約の目的であり、貿易は全く和親に従属し、貿
易に制限の無いかたちであったり、または（横浜のように）大いに
発展したりすることが友好関係と一致しないと言ったとき、彼ら
〔両公使〕は貿易のみが日本人の和親を維持させる価値があると偽
り無く答えたのかもしれない。では、われわれは、彼らの公言した
目的である貿易の破壊と外国人の追放（expulsion）を、すべての既
存の条約を侵害してなしとげようとする、背信と暴力の全計画が完
全に成熟するのを待つのだろうか？ あるいは、かかる敵対行為に
先んじて（anticipate）、直ちに何らかの効果的な手段を採り、わ
れわれの関係をより安全でより価値を損なうことのない立場に置く
のだろうか？〔1864.5.1〕



200年前にオランダ人がしたように、長崎へ退去するか、（あるい

は）必要と思われる手段を採って、条約の履行を強く要求するか、
‥‥‥長州の太守によって与えられた好機を利用し、彼の砲台を破
壊し、彼の同階級の全部およびその思考方法に対し、攻撃のためか
防御のためかいずれにせよ、彼らが為す最も恐るべき準備の全く無
益なことを示すことによって、できればその全システムに効果的な
一撃を加える〔1864.5.6〕

この環境下では、その初めからかかる〔外交〕手段によって達成さ
れないことが明白な目的をもとめて、外交的な手順を追求するのは
もはや無益である。現在の〔日本の〕統治者の態度からは、外交
（diplomacy）は、日本では万策つきるに至ったように思われます。
〔1864.5.21〕 （いずれもNAUK,FO46）

この主張ひとつを取っても、攘夷戦争をめぐる俗論
的理解では解釈不能。
⇒外国史料・外国側の視点から分析は大事



一国中心主義や主観主義に陥ることなく、

外国の史料からみる、異なる言語・価値観・視点の史料
から合わせみることは大事なこと

⇒マルチアーカイヴァルな研究手法

ところで、諸外国のアーカイヴズ＝文書館の充実ぶりに
は驚くばかり

とくに、過去の史料を保存するだけでなく、現在の記録
を史料として将来へ受け継いでいく仕組みであることに
注意して、御紹介したい。









































‡

東京大学史料編纂所所蔵













Wikipediaより転載
http://en.wikipedia.org/wiki/Forbidden_City
(2010/02/04) Drawn by Sumple.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Gugun_panorama-2005-1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Forbidden_city_map_wp_1.png
http://en.wikipedia.org/wiki/User:Sumple








アーカイブズは、個人や、個人の集合体である組織体(役所、
企業、団体など)が、その活動を遂行する過程で特定の目的を
もって何らかの媒体に記録した一次的な情報、つまりナマの
記録群(records)のうち、法的、業務的な価値や歴史的、文化
的な価値のゆえに情報資源として永続的に保存されているも
の、あるいは保存されるべきものを意味する。

日本にはこの定義に合致する概念はなく、最適の訳語は見つ
からない。ここでは、広い意味での史料として保存されてい
る、あるいは保存されるべき記録群(records)と考えて、「記
録史料」という訳語をあてたのである。

（安藤正人ほか編著『記録史料の管理と文書館』1996年）



前回紹介したような史料区分論（文書・記録・典籍
etc.）は、アイテム（一つひとつの史料）の分類

最新の記録史料学による「出所原則／原秩序尊重の原
則」に従えば、〈史料のまとまり＝ファイル〉を単位に
〈ファイル構造＝ファイリングのされ方〉で把握するこ
とが、とくに近現代史料では一般的になる



リテンション・スケジュール＊
（記録保存年限規定）

（安藤正人『記録史料学と現代』吉川弘文館、1998年、
同『アーカイヴズ事典』大阪大学出版会、2003年で補填）

現用記録
（業務使用）

Current

半現用記録
（参考用保管）
Semi-Current

現用記録
（永久保存・公開）

Non-Current

原局（作成機関） レコードセンター 文書館（アーカイブズ）

選別・廃棄 選別・廃棄

組織外記録の収集

指導監督＊

30年原則



Fond

Item

Series

File

英国の事例）

外務省史料（ＦＯ）

本省受領文書（ＦＯ46）

1864年のファイル（ＦＯ46/43～47）

○月○日付外相宛駐日公使書翰



○遅れた日本の文書館行政
1885年 内閣制度の導入以来、文書管理は省庁（原局）任せ
1987年 公文書館法制定「公文書等を歴史資料として保存し利

用に供する」
1999年 国立公文書館法制定

「歴史資料として重要な公文書等について、‥‥当該公文
書等を保存する国の機関との合意により、その移管を受け
ることができる。」

※①保存期間を過ぎた文書の移管が義務付けられていないこ
と、②文書保存に関する権限が文書館に無く原局任せであ
ること、③文書管理の専門職（アーキヴィスト）が存在し
ないことは、かねてより欠陥として指摘される。



内閣官房長官主宰、「公文書等の適切な管理、保存及び利用に関する懇談
会」座長 高山正也編. 公文書ルネッサンス. 国立印刷局,2005,318p.

‡



‡

内閣官房長官主宰、「公文書等の適切な管理、保存及び利用に関する懇談
会」座長 高山正也編. 公文書ルネッサンス. 国立印刷局,2005,318p.



‡

内閣官房長官主宰、「公文書等の適切な管理、保存及び利用に関する懇談
会」座長 高山正也編. 公文書ルネッサンス. 国立印刷局,2005,318p.



1969年 有期保存 152万冊
無期保存 137万冊 計290万冊

うち戦前分22万8000冊
1989年 有期保存 197万冊
（本省分） 無期保存 405万冊 計602万冊

国全体で推定2300万冊
（うち公文書館には？）

中野目徹『近代史料学の射程』弘文堂、2000年



「公文書館は、単なる歴史保存施設ではなく、人権擁護や
説明責任のための、民主主義の本質に深く関わる施設で
ある」（第８代合衆国アーキビストジョン・カーリン）

民主主義の根幹は、国民が正確な情報に自由にアクセス
し、それに基づき正確な判断を行い、主権を行使するこ
とにある。国の活動や歴史的事実の正確な記録である
「公文書」は、この根幹を支える基本的インフラであり、
過去・歴史から教訓を学ぶとともに、未来に生きる国民
に対する説明責任を果たすために必要不可欠な国民の貴
重な共有財産である（2008年有識者会議報告）。



2009年7月 公文書管理法成立（施行まで2年）
「行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書
ファイル等について、‥‥国立公文書館等に移
管し、又は廃棄しなければならない。」

さて、どうなるのでしょうか。
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